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７ 移動支援 

 鉄道運賃の割引 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は次のとおり割引されま

す。 

         

区分 

種類 

第１種 第１種・第２種 

介護者と乗車 

（単独では割引なし） 

片道１００ｋｍを超

えて単独で乗車 

12 歳未満の方が介

護者と乗車 

普通乗車券 本人、介護者とも５割引 ５割引  

定期乗車券 〃  介護者のみ 5 割引 

回数乗車券・急行券 〃   

                                 

○利用方法 障がい者手帳を呈示して駅の窓口で購入してください。大人の第１種障害者と 

介護者が１００km 以内の乗車券を購入する場合は、自動販売機の小児用乗車

券で代用できます。(改札で手帳を呈示してください。) 

                                 

○障がい区分 ⑴ 身体障害者手帳・療育手帳 

第１種、第２種の区分は手帳に記載されています。(身体障がい者は第１種

がおおむね重度の方、第２種が中・軽度の方。知的障がい者は第１種がＡ１、Ａ

２、第２種はＢ１、Ｂ２の方となります。) 

          ⑵ 精神障害者保健福祉手帳 

第１種は障害等級が１級の方。第２種は障害等級が２級または３級の方 

※割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社

減額区分が記載されていることが必要です。記載を希望される方は、障が

い福祉課、西部福祉課、こども福祉課のいずれかへお越しください。また、

有効期限が切れた手帳や写真が貼付されていない手帳については、割引

が適用されませんのでご注意ください。 

 

○私鉄等    上記はＪＲの割引内容です。私鉄等の割引については、各鉄道会社にお問い合 

わせください。 
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 国内線航空旅客運賃の割引 

次の要件に該当する方は、航空運賃が次のとおり割引されます。  

要件 割引対象者 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

が単独、または介護者とともに搭乗する場合 

本人、介護者 

 

○対象空路  国内線定期航空路の区間（年齢制限や割引対象者等適用条件の詳細について 

は航空会社ごとに取扱いが異なる為、各航空会社にお問い合わせください。） 

○利用方法 障がい者手帳を航空会社の窓口に呈示して購入してください。 

 

 バス運賃の割引 

障がい者手帳をお持ちの方は、次のとおり割引されます。 

区分 適応範囲 割引率 

普通乗用車 単独又は介護者とともに乗車する場合 ５割引 

定期乗車券               〃 ３割引 

 

○適用範囲  割引対象とする障がいの種別、介護者の必要性の認定は、各会社（または運転 

手）の判断によります。       

        

○利用方法  乗降車時に運転手に障がい者手帳を呈示し、割引料金を支払ってください。 

                                 

○その他   上記割引内容は、バス会社によって扱いが異なります。 

  回数券の購入・使用方法、高速バスの割引について等、詳しくは各バス会社へお

問い合わせください。 

  

 

 福祉 100円バス事業(パス券交付)(市の制度) 

障がい者手帳をお持ちの方、難病の方は、福祉 100 円バス乗車パス券により松本市内のバ

ス路線および上高地線電車を１乗車 100 円で乗車できます。 

                                 

○対象路線 ⑴市内の生活バス路線（高速バス等を除く） 

 ⑵上高地線電車（ＪＲ電車は使用できません） 

 ⑶新島々以西のバス路線は、安曇、奈川地区管内の対象者のみ 

 



32 

 

○利用方法  ⑴パス券を乗務員や駅員に提示して運賃を支払ってください。 

 ⑵市内バス路線、上高地線電車は 100 円で全路線乗車できます。  

 ⑶市外バス路線は、市内区間は 100 円、市外区間は実費負担となります。 

 ⑷介護者割引については、鉄道運賃、バス運賃割引のページをご参考くださ 

い。 

 

○注意事項  ⑴対象者はパス券所持者のみで、介助者は 100 円になりません。 

⑵令和９年４月から支払方法が指定のキャッシュレス決済のみとなります。 

※障がいの状況によりキャッシュレス決済が難しい方への対応方法は決まり次

第令和８年度中にお知らせします。 

 

○持ち物 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病の方については診 

断名のわかるもの（特定医療費(指定難病)受給者証、診断書等）、顔写真（縦３ｃｍ 

×横２．５ｃｍ） 

 

○窓口    障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

 こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119 

 西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

（70 歳以上の方）高齢福祉課 電話 34-3４９２ FAX34-3016  

 

 

 
タクシー運賃の割引 

障がい者手帳をお持ちの方は、タクシー料金の割引があります。ただし、迎車回送料金、高速

料金、駐車料金は除きます。 

（相乗りする場合も、障がい者が乗車する区間については、割引対象となります。） 

 

○割引      １割引  

 

○適用範囲   該当要件はタクシー会社ごとに異なるため、ご利用の際は事前にお問い合わ

せください。 

 

〇利用方法   必ず乗車後すぐに、運転手へ障がい者手帳を呈示してください。 

 

（注）料金精算時では対応できないことがあります。 
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 有料道路通行料金の割引 

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で次の要件に該当し、証明を受けた場合、有

料道路通行料金が割引になります。詳しくは申請時にお渡しする「有料道路における障害者割

引制度のご案内」をご覧ください。 

 

〇対象範囲 

適応範囲 障がい区分 自動車の範囲 割引率 

自ら運転する場合 

全ての身体障がい者 

（第１種・第２種） 

身体障がい者本人または

その親族等が所有する自

動車 
５割引 

介護者運転の場合 

第１種身体障がい者 

第１種知的障がい者 

障がい者本人やその親族

等、または介護者が所有す

る自動車 

 

○持ち物   身体障害者手帳または療育手帳、車検証、自動車検査証記録事項（電子車検 

証の場合）、運転免許証（本人運転の場合）  

ＥＴＣご利用の場合は、上記に加えてＥＴＣカード(本人名義)およびＥＴＣの車載

器の管理番号の記載のある書類(ＥＴＣセットアップ申込書・証明書等)をお持ちく

ださい。 

      （注）２０歳未満の重度の障害者の方で本人以外の運転による本割引の適用を

受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者そ

の他の法定代理人等名義の ETC カードも対象となります。 

 

〇その他    ＥＴＣ利用の方のみ、マイナンバーカードを利用して下記ＨＰでオンライン申請が

できます。 

https://www.expressway-discount.jp/index.html 

（オンライン申請受付サイト） 

 

○実施主体  有料道路 ETC 割引登録係 

電話０４５－477―1233  FAX045－474－1110 

 

 

○受付窓口  障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119  

 こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119  

 西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

 

 

https://www.expressway-discount.jp/index.html
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  信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度 

障がい者等用駐車区画を適正利用できるように、障がい者の方、高齢者の方、妊産婦の方等

に利用証(パーキング・パーミット)を交付します。利用証には有効期限があり更新が必要にな

ります。 

区分 交付基準 

身
体
障
が
い
者 

視覚障がい 身体障害者手帳 ４級以上の者 

聴覚障がい 身体障害者手帳 ３級以上の者 

ろうあ 身体障害者手帳 ３級以上の者 

平衡機能障がい 身体障害者手帳 ５級以上の者 

肢体不自由 

上肢 身体障害者手帳 ２級以上の者 

下肢 身体障害者手帳 ６級以上の者 

体幹 身体障害者手帳 ５級以上の者 

脳原性 
上肢機能 身体障害者手帳 ２級以上の者 

移動機能 身体障害者手帳 ６級以上の者 

内部障がい（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう 

直腸・小腸・肝臓） 
身体障害者手帳 ４級以上の者 

ヒト免疫不全ウイルスによる 

免疫機能障がい 
身体障害者手帳 ４級以上の者 

知的障がい者 療育手帳 Ａ１、Ａ２ 

精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳 １級の者 

発達障がい者 
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機

関、療育機関等が認めた者 

難病患者 

特定医療費（指定難病）受給者 

特定疾患医療受給者 

長野県特定疾病医療受給者 

先天性血液凝固因子障害等医療受給者 

小児慢性特定疾病医療受給者       

その他けが人または病気等の者 
けがまたは病気等により歩行が困難である

ことが診断書等により確認できる者 

高齢者 要介護１以上の者  （窓口：高齢福祉課） 
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妊産婦 

母子健康手帳の取得者 

※産後は 2 歳未満の子どもを同伴する場合に限る 

（窓口：健康づくり課） 

 

〇持ち物    障がい等の分かる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、 

受給者証等) 

 

○窓口  障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

             こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119  

             西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１ 

 

〇郵送の場合 

 ・宛先     〒３８０－８５７０(住所記載不要) 

 長野県 地域福祉課 信州ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾐｯﾄ制度担当 

電話０２６－２３２－００５３  FAX026―235―７１７２ 

 ・提出書類  申請書、障がい等の分かる書類(障がい者手帳、受給者証等)の写し、返信用切

手(1８0 円) 

 

 

 松本市自転車駐車場(有料)の減免 

障がい者手帳をお持ちの方は、有料自転車駐車場の定期使用にかかる費用が減免になりま

す。(注)一時利用の場合は対象外 

 

〇対象者      身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 

〇対象駐車場  ⑴松本駅北自転車駐車場 

           ⑵松本駅アルプス口自転車駐車場 

 

○窓口   自転車推進課  電話３４－３２４５  FAX３４－３２０２ 
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☆ タクシー券の交付（市の制度） 

次の要件に全て該当する方には、タクシー券を交付します。 

（注）自動車燃料費の助成及び高齢福祉課の寝台タクシー助成と重複申請は不可 

 

○交付内容  700 円券を月２枚（各年度、最大 24 枚）交付します。  

じん臓障害で人工透析を導入している方は、月４枚（各年度、最大４８枚）にな 

ります。 

 

○要件      ⑴身体障害者手帳をお持ちの方で下肢、体幹、視覚、内部障害の１、２級の方 

または療育手帳をお持ちの方でＡ１、Ａ２の方 

（上記以外でも対象障害が重複することにより該当する場合あり）  

 ⑵前年の障がい者本人の所得税額が 21,000 円以下であること 

 ⑶在宅者であること(申請時に入院中の場合も対象外) 

 

○利用範囲   松本市内に事業所のあるタクシー会社(一部ご利用できない事業所がありま 

す。乗車時にご確認ください。) 

 

○窓口  障がい福祉課  電話 34－３０３６  FAX36－9119 

             こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119 

 西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１ 
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☆ 自動車燃料費の助成（市の制度） 

次の要件に全て該当する方には、自動車燃料費の助成を行います。  

（注）タクシー券の交付及び高齢福祉課の寝台タクシー助成と重複申請は不可 

 

〇助成内容   月額 １，４００円（各年度１６，８００円を限度）を助成します。  

 

〇要件  ⑴～⑶の要件は前項目のタクシー券の交付と同様 

      ⑷自動車税、軽自動車税の減免を受けていること 

 

〇持ち物     身体障害者手帳または療育手帳、印鑑､預金通帳、燃料費のレシート原本（また

は領収書やクレジットカード明細書の原本） 

 

〇注意事項   ⑴レシート等は該当年度のものをお持ちください（例：令和８年度の申請は 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日に利用した分が対象）。 

           ⑵⑴のレシート等が上限額に達しましたらお早めにご申請ください。該当年度

を過ぎてからの申請は、助成対象外になる場合があります。 

 ⑶年度途中で該当（または非該当）になった場合や、自動車税の減免を受けて

いない期間がある場合は、上限額が異なります。 

 

 

○窓口   障がい福祉課  電話 34－３０３６  FAX36－9119  

 こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119  

 西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１ 
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  福祉自動車貸出事業 

身体障がい者（児）で下肢に障がいがある方等に､市社会福祉協議会でスロープ式福祉自動

車の貸出を行っています｡（事前に、電話で予約・手続き方法等をご確認ください。） 

 

○対象者 松本市在住の方で、スロープ式福祉自動車の利用が必要な方  

       

○貸出内容 ⑴１回２泊３日を限度に月３回まで貸し出します。(事前に申込手続き必要) 

 ⑵ガソリン代等は実費負担となります。      

 ⑶自動車利用中の事故について、保険給付対象外においては自己負担となり 

 ますので、ご注意ください。 

 

○窓口 ⑴松本市社会福祉協議会 地域福祉課 電話２７－３３８１  FAX27－2239 

 ⑵松本市社会福祉協議会 地域福祉課（西部） 電話９１－２０３０  FAX91－2032 

 ⑶松本市社会福祉協議会 地域福祉課（北部） 電話３８－７６７１  FAX３４－０１８０ 

⑷松本市社会福祉協議会    梓川事業所 電話７６－２３００  FAX７６－２３０１
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  自動車改造費等の助成 

(注)原則、改造等前に必ずご相談ください。改造等前、改造後の６か月以内の申請が必要で

す。 

身体障がい者が自動車を取得し、その自動車を改造する場合等に助成します。 

 

〇対象者    ⑴身体障害者手帳をお持ちの方 

 ⑵自ら所有し運転する自動車の手動装置等（操作系のみ）の一部を改造するこ  

と、運転補助装置を購入及び設置すること、改造された自動車を購入するこ

とにより、社会参加が見込まれる者 

 ⑶前年の所得税課税所得金額が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を 

超えない者 

 

〇助成金額  改造等にかかった費用（ただし、10 万円を限度とする。） 

 

〇持ち物 （改造前）  身体障害者手帳、印鑑、運転免許証、車検証、見積書、カタログ、改 

造等前の写真 

 （改造後）  領収書、請求書、改造等後の写真 

 

〇注意事項  当年度の予算の執行状態により補助金の交付が受けられない場合があります。 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119  

 西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１  

 

 

  自動車運転免許取得の助成 

(注)教習所申込前に必ずご相談ください。 

自動車の運転免許を取得しようとする聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体不自由の障が

い者・知的障がい者で次の要件を満たす方に、取得費の一部が助成されます。 

 

〇対象者    前年の所得税額が８万円以下の世帯に属する者 

 

〇助成額    取得費の２／３（ただし、10 万円を限度とする。） 

 

〇持ち物   身体障害者手帳、療育手帳、印鑑、予備適性検査結果通知書（身体障害者手帳を 

お持ちの方のみ） 
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〇注意事項   当年度の予算の執行状態により補助金の交付が受けられない場合があります。 

〇その他    予備適正検査については、長野県警察本部中南信運転免許センター 

（電話５３－６６１１  FAX５４－０６００）へお問い合せください。 

 

○窓口    障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119  

  西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１  

 

 

  駐車禁止規制の適用除外 

障がい者手帳等をお持ちの方に対して、駐車禁止除外標章が交付されます。 

 

〇要件    障がい者手帳の障がい等級・程度により要件等が定められております。詳しくは 

担当窓口にお問い合わせください。 

 

〇持ち物   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、車検証の

各写し 

 

〇窓口 松本警察署  電話２５－０１１０(代)   

 

 

  障がい者の上高地通行許可 

自力でバス、タクシーの利用ができない常時車いす利用の障がい者等が、自家用車等で上高

地バスターミナルまで乗り入れることを許可するものです。 

 

〇要件 松本警察署へ出向いての、障がい者本人の身体状況の確認によります。詳し 

くは担当窓口にお問い合わせください。 

 

〇持ち物 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳 

 

〇窓口 松本警察署  電話２５－０１１０(代)   
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  身体障害者補助犬の給付 

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）が無償給付されます。 

 

〇要件 ⑴18 歳以上で、県内に１年以上居住している方 

 ⑵補助犬を適切に利用し、飼育できる方 

 ⑶施設に入所していない方 

 ⑷持家以外の方は補助犬の飼育について家屋の所有者（または管理者）の承 

 諾が得られている方 

 ①盲導犬 ⇒ 視覚障がい 1 級の方 

 ②介助犬 ⇒ 肢体不自由２級以上の方 

 ③聴導犬 ⇒ 聴覚障がい３級以上の方 

 

〇訓練等 ⑴補助犬と一緒に入所訓練等を受ける必要があります。 

 ⑵補助犬の飼育に関する経費は、障がい者負担となります。 

  

〇実施主体 長野県 障がい者支援課  

 電話０２６ー２３５－７１０３  FAX０２６－２３４－２３６９ 

 

○受付窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119  

 西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１  

 

 

  身体障害者補助犬飼育助成事業 

身体障がい者補助犬の使用者に給付されます。 

 

〇対象者 松本市在住の身体障がい者補助犬の使用者 

 

〇給付内容飼育費 36,000 円（3,000 円×12 カ月×１頭）を助成します。 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

 西 部 福 祉 課  電話 92－3002  FAX92－711１  
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  通所・通園等推進事業 

心身障害児者施設に入所・通所している児者の保護者に対し、下記交通費を助成します。 

 

対象者 対象経費 助成内容 

県内の心身障害児者施設

に入所している市内に住

所を有する者の保護者 

帰省、面会時に利用す

る有料道路の通行料 

1/2 

（年額４０，０００円が限度額） 

県内の心身障害児施設ま

たは心身障害児通所施設

に入所・通所している児

童の保護者 

月４往復以上帰省、面

会、通所等で利用した

自家用車の燃料代 

月額２，０００円を控除した金額の 1/2 

市内の旧知的障害者施設

に通所している市内に住

所を有する者の保護者 

通所のため利用した公

共交通機関の定期代ま

たは自家用車の燃料代 

月額２，０００円を控除した金額の 1/2 

（月額２，０００円が限度額） 

 

〇必要書類 施設の証明書、有料道路利用時の領収書等が必要となります。 

 詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。 

 

○窓口 障がい福祉課  電話 34－3212  FAX36－9119 

 こども福祉課  電話 33－4767  FAX36－9119  

           

   

 

 


